
　すでに学んだように，売買取引は，商品が買い手に引き渡
わた

され，

代金が売り手に支払われて完結します。ここでは，一般的に企業間

の取引に用いられる現金通貨・小切手・約束手形・為
かわせ

替手形，クレ

ジットカードによる預金の振
ふり

替
かえ

などの預金通貨などの支払用具の特
とく

色
しょく

やしくみについてみてみましょう。

1 現金通貨
　現金通貨は，日本銀行が発行する紙幣（日本銀行券

❶
）と，政府が

発行する補助貨幣（一般的に硬貨といいます）に分けられます。

　紙幣は，すべての支払いに無制限に使用できます。これに対し補

助貨幣は，額
がく

面
めん

金額の 20 倍までに制限されており，紙幣の補助と

して少額の支払いに用いられます。

2 小切手
　小

check
切手とは，銀行などに当座預金をしている人が，その銀行など

に対して，小切手を持参した人に，自分の当座預金から小切手に示

された金額を支払うよう委
い

託
たく

する証券です。

　代金の支払いに小切手を用いれば，出
すい

納
とう

に
❸
手間がかからず紙幣の

数えまちがいがなくなること，多額の現金通貨を手もとに置いたり

運んだりする危険や手間がはぶけること，紛失や盗
とう

難
なん

にあった場合

も被害を防ぎやすいこと，すぐに現金化できることなど利点が多く

あります。

❶　「日本銀行法」に定め
られています。

❷　「通貨の単位及び貨幣
の発行等に関する法律第７
条」に定められています。

法により，最終的な支払手
段として通用することが認
められた効力を強制通用力
といいます。この強制通用
力は，紙幣に対しては無制
限に付

ふ

与
よ

されていますが，
補助貨幣に対しては制限が
あります。たとえば，10円
玉だけで支払う人に対し，
200円までは受け取りを拒
否することはできませんが，
21枚を超えた場合には，受
け取る側

がわ

は拒否することが
できます。

❸　金銭などの出し入れを
出納といいます。

Word
＊1　強制通用力

❷

＊1

1 代金の支払い方法にはどんなものがあるのだろう？
2 現金で支払いができないときはどうすればよいのだろう？
3 電子マネーとはどんなものだろう？

2 代金決済
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　商品代金の支払いなどで小切手を使うためには，まず，銀行に当

座預金の口座を開設することが必要です。当座預金は，預
あず

け入れに

当座勘定入金票を用い，引き出しに小切手や手形を用いる預金です
❶
。

口座を開設すると銀行から小切手用紙をつづった小切手帳が交付さ

れます。小切手用紙に必要事項
❷
を記入し，署名または記名

❸
，押

おう

印
いん

し
❹

て相手に渡
わた

すことを，振り出しといいます。

　商品代金などで受け取った小切手は，小切手の裏
うら

面
めん

に住所と氏名

を記入し，押印して支払銀行に呈
てい

示
じ

すれば，小切手金額の支払いを

受けることができます
❺
。なお，受け取った小切手の支払いが受けら

れるのは，原
げん

則
そく

として，小切手を振り出した日（振出日）の翌日か

ら 10 日以内
❻
とされています。

1 小切手の振り出し

2 小切手の受け取り

❶　おもに代金決済を目的
とした預金であり，法律
（臨時金利調整法）により
利
り

息
そく

をつけることが禁じら
れています。

❷　小切手の必要的記載事
項。
　①小切手文句
　② 小切手金額と支払委託
文句

　③支払人の名称
　④支払地
　⑤振出地と振出日
　⑥振出人の署名
（折込「小切手」参照）

❸　本人が姓名を自筆する
ことを署名，ゴム印などを
使うことを記名といいます。

❹　押印は振出人が支払銀
行に事前に届

とど

けている届出
印を使用します。

❺　取引銀行に取り立てを
依頼し，自分の預金口座に
預け入れる方法もあります。

❻　10日目が銀行の休業
日であれば，その翌日にな
ります。

■小切手のしくみ　●受取人Bが現金で支払いを受ける場合

小切手用紙

現金

呈示

商品100,000円

振り出し 小切手

お支払いください
￥100,000※

Ａの当座預金　減少
Aの取引銀行

4

小切手の決済

商品の仕入れと小切手の振り出し

当
座
預
金

小
切
手
用
紙

受取人B振出人A

5

2

1

3
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　振り出された小切手金額に対して，当座預金の金額が不足してい

る場合は，支払銀行はその小切手の支払いを拒
きょ

絶
ぜつ

します。これを不
ふ

渡
わた

りといいます。小切手が不渡りになると受取人に損害を与えるだ

けではなく，振出人は取引先などの信用を失い会社の通常業務がで

きなくなり，事業の継続が難しくなります
❶
。このような事態を避

さ

け

るため，当座預金残高を超えてあらかじめ契
けい

約
やく

した限度額までの小

切手の振り出しが認められる当座貸越契約が銀行と結ばれます。

　小切手の不渡りや，盗
とう

難
なん

・紛失などの事故を防ぐ方法として，次

のものがあります。

自己あて小切手
（自行あて小切手）1

支払銀行が振出人になっている小切手

で，新規の取引で信用がない場合など

に，前もって銀行に現金を預
あず

け，それをもとに銀行が振出人になっ

て小切手を振り出します。この小切手を自己あて小切手といい，銀

行が支払人となるので不渡りの恐
おそ

れがありません。

線
せん

引
びき

小切手2
小切手は持

じ

参
さん

人
にん

払
ばら

いといって，小切手

を持参した人に支払われるので不正に

換金される恐れがあります。それを防ぐために，線引小切手にする

方法があります。

1　一般線引小切手　小切手の表面に２本の平行線を引くか，その

平行線のなかに「Bank」などと記入します。これにより，支払銀行

は，ほかの銀行か自行の取引先にしか支払いをせず，一般の持参人

には支払わないので小切手の不正使用を防げます。

2　特定線引小切手　表面の２本の平行線のなかに特定の銀行名を

記入した小切手です。支払銀行は，記載された銀行を通じなければ

支払いをしないので，一般線引小切手よりもさらに安全です。

3 約束手形
　約
promissory note
束手形は，振出人が受取人（名あて人）に，一定の期日に，一

3 小切手の不渡り

❶　不渡りを６か月以内に
２度出すと，２年間銀行と
の当座勘定取引と貸出取引
が停止されます。

▶p.92

4 小切手の事故を防ぐには

❷　一般線引小切手

❸　特定線引小切手

❷

❸
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定の金額を支払うことを約束した証券です。商品代金の支払いに約

束手形を利用すると，支払期日までの間
あいだ

，資金の準備にゆとりがで

きます。また，受取人はほぼ確実に支払いを受けることができると

いう利点もあります。

　商品代金の支払いなどで，約束手形を振り出すには，約束手形用

紙に必要事項
❶
を記入して，署名または記名，押

おう

印
いん

して相手に渡
わた

しま

す。なお，約束手形には，印紙税法
❷
により，手形金額に応じて収入

印紙をはり，消
けし

印
いん

をすることになっています。

　商品代金などで約束手形を受け取った場合には，受取人は，その

手形の支払期日（満期日）がきたら，手形の裏
うら

面
めん

の受取欄に署名ま

たは記名，押印して，支払人に呈
てい

示
じ

し，これと引き換
か

えに手形金額

の支払いを受けます。この呈示は原
げん

則
そく

として，支払期日か，その翌

日から２日以内
❸
に行

おこな

わなければなりません。呈示は支払場所に指定

されている銀行にいけばよいのですが，一般的には取引銀行に取り

立てを依
い

頼
らい

します。取り立てとは，取引銀行を通して支払人に手形

を呈示し，手形代金の支払いを受けることです。

1 約束手形の振り出し

2 約束手形の受け取り

❶　約束手形の必要的記載
事項。
①約束手形文句
②手形金額と支払約束文句
③支払期日
④支払地
⑤受取人の名称
⑥振出地と振出日
⑦振出人の署名
（折込「約束手形」参照）

❷　〈手形にはる収入印紙
の金額〉
▼手形金額
10万円未満
100万円以下
200万円以下
300万円以下
500万円以下
1,000万円以下
2,000万円以下
3,000万円以下
5,000万円以下
１億円以下
２億円以下
３億円以下
５億円以下
10億円以下
10億円超

▼印紙税額
非課税
200円
400円
600円
1,000円
2,000円
4,000円
6,000円
10,000円
20,000円
40,000円
60,000円
100,000円
150,000円
200,000円

❸　銀行が営業を行わない
土曜日，日曜日，祝日など
を除きます。

受取人B

■約束手形のしくみ

約束手形帳

Ａの当座預金　減少
Aの取引銀行

当
座
預
金

約
束
手
形
帳

Ｂの当座預金　増加
Bの取引銀行

3
取
り
立
て
依
頼

約束手形

商品600,000円

振り出し 約束手形

お支払いいたします
￥600,000※

支払い

呈 示

商品の仕入れと約束手形の振り出し

約束手形の決済

手形交換所

振出人A

5

4

5

4

1

2

2　代金決済…… 143

5

10

15



　なお，商品代金などの回収をいそぐ場合には，取引銀行でその手

形の割引
❶
を受けたり，他人に譲

じょう

渡
と

して商品代金などの支払いにあて

たりできます。手形を他人に譲渡する手続きを裏
うら

書
が

きといい，手形

の裏面に必要事項を記入し，署名または記名，押
おう

印
いん

します。裏書き

によって，手形上の権利は，裏書人（譲渡した人）から被裏書人（譲

渡を受けた人）に移ります。

　支払期日に，支払人の当座預金が不足していると，手形は不
ふ

渡
わた

り

になります。不渡手形の所持人は，自分に対する裏書人，またはそ

れ以前のすべての裏書人に対して手形金額の支払いを請求できます。

これを遡
そ

求
きゅう

（償
しょう

還
かん

請求）といいます。

4 為替手形
　為

か わ せ

替手
bill of exchange

形は，振出人が支払人（名あて人）に対して，一定期日に

一定の金額を受取人に支払うように委
い

託
たく

した証券です。約束手形と

違
ちが

って，「振出人」が支払人となるのではなく，振出人に対して債
さい

務
む

がある「名あて人」が支払人となるものです。

❶　手形の支払期日より前
に，銀行に手形を持ち込み，
支払期日までの金利や手数
料などを差し引いた現金を
受け取ることをいいます
（▶ p.92）。

3 約束手形の不渡り

Ｃの当座預金　減少
Cの取引銀行

■為替手形のしくみ

受取人B

当
座
預
金

Ｂの当座預金　増加
Bの取引銀行

5
取
り
立
て
依
頼

引き受けのための呈示

引き受け

支払い

6 支払いのための呈示6

為替手形の決済

手形交換所

4

7 7

支払人C（名あて人）

振出人A

商品600,000円

振り出し2

売掛金

買掛金 為替手形　C殿

お支払いください
￥600,000※

為替手形の振り
出しにより消滅

商品の仕入れと
為替手形の振り出し

1

3
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　為
かわせ

替手形を振り出すには，為替手形用紙に必要事項
❶
を記入し，署

名または記名，押
おう

印
いん

して受取人に渡
わた

します。

　為替手形は，振出人から受取人に渡されるので，名あて人は，自

分が支払人に予定されていることを知りません。したがって，受取

人は，手形を名あて人にみせて，支払いの確認を求めます
❷
。このこ

とを引き受けのための呈
てい

示
じ

といいます。名あて人が支払いを承
しょう

諾
だく

す

ることを引き受けといいます
❸
。これにより名あて人は引受人（支払

人）となり，支払期日に手形金額を支払う義
ぎ

務
む

が生じます
❹
。

　為替手形の支払いと裏
うら

書
が

きは，約束手形と同じです。また，支払

期日に手形金額が支払われないと，小切手や約束手形と同様に不渡

りになります。支払人は支払期日までに当座預金口座に資金を準備

しておく必要があります。

5 さまざまな代金決済の方法

　預金の振
ふり

替
かえ

とは，支払人が，取引銀行に依
い

頼
らい

して，支払金額を自

分の預金口座から受取人の預金口座に振り替えることをいいます。

口座振替の利点として，安全確実な代金決
けっ

済
さい

，集金業務の効率化な

どがあげられます。現在では，電気・ガス・水道の料金やNHKの

放送受信料の支払い，税金の納付などに広く利用されています。

　銀行振
ふり

込
こみ

とは，支払人が直接受取人の銀行口座に入金することを

いいます。

1 為替手形の振り出し
❶　為替手形の必要的記載
事項。
　①為替手形文句
　② 手形金額と支払委託文
句

　③支払人の名称
　④支払期日
　⑤支払地
　⑥受取人の名称
　⑦振出地と振出日
　⑧振出人の署名
（折込「為替手形」参照）

❷　一般的には，振出人が
名あて人に引き受けのため
の呈示をし，引き受け済

ず

み
の手形にして受取人に渡し
ます。

❸　名あて人は，支払いの
承諾をした場合には，手形
の引受欄に署名または記名，
押印します。

❹　為替手形は，実際には
国際取引で多く利用され，
また，支払手段というより
も取り立ての手段として多
く用いられます。使用方法
は，振出人が自分自身を受
取人とした為替手形を振り
出し（自己受け為替手形），
支払人に引き受けをさせま
す。これにより，相手方の
手形振り出しを待たずに支
払いの請求ができます。

2 為替手形の引き受け

3 為替手形の受け取りと不渡り

1 預金の振替

2 銀行振込
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　ク
credit card

レジットカードは，クレジットカード会社などから，会員にな

っている消費者に対して発行されます。会員は，商品の代金を現金

通貨で支払わず，カードを提
てい

示
じ

して支払伝票に署名をしたり，カー

ド端
たん

末
まつ

に暗証番号を入力したりします。代金の決
けっ

済
さい

は，支払期日に

会員の預金口座から，カード会社の預金口座に自動的に振り替えら

れます
❶
。なお，カード会社からは，それ以前にまとめて加盟店への

預金の振
ふり

替
かえ

が行
おこな

われ，代金が決済されています。

　デ
debit card

ビットカードとは，ネットワークと預金口座を通じて貨幣価値

をやりとりする電子決済です。

　銀行などの金融機関が発行するキャッシュカードを，代金支払い

の際に店に設置してあるカード端末に挿
そう

入
にゅう

し，暗証番号を入力しま

す。すると，そのデータがカードを発行している金融機関に転送さ

れ，即座に利用者の口座から代金が引き落とされます
❷
。

　現金を多く持ち歩かずにすみ，またすでに所持しているキャッシ

ュカードがそのまま使えるという利点があります。

3 クレジットカード

❶　代金後払い方式です。

4 デビットカード

❷　代金引き替え払い方式
です。

■クレジットカード・デビットカードのしくみ

自動口座振替

預金振替請求7

●デビットカード

利用金額を利用者の口座
から加盟店の口座へ振替

4

端末から認証・
振替依頼

3

8

利用者A 2

1

取引銀行

加盟店B

Ｂの預金
Ａの預金

預
金
口
座

キャッシュカード
の提示，暗証番号
入力

デビットカード
として利用

●クレジットカード

会員 2

1

取引銀行 クレジット
カード会社

加盟店カードの提示
伝票に署名

商品 商品

代
金
入
金

買上代金請求5

4
売
上
代
金
立
替
払
い

3
売
上
代
金
請
求
伝
票

6
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　電
electronic money
子マネーとは，貨幣価値をデータ化したもので，サービスを提

供する会社による私製貨幣（代用通貨など）の一種です。電子マネ

ーには，大きく分けて ICカード型とネットワーク型があります。

　ICカード型とは，IC（集積回路）チップに専用端
たん

末
まつ

機などであら

かじめ蓄
ちく

積
せき

（チ
charge
ャージ）したい金額を書き込む

❶
というもので，事前

に蓄積された電子マネーが引き落とされて決
けっ

済
さい

されます
❷
。プリペイ

ド
prepaid card
カードと違

ちが

い何度でも入出金でき，また利用時に暗証番号などを

入力する必要がなく，簡単に使用することができます。

　ネットワーク型
❸
とは，カードを発行せず，パソコンに特別のセキ

ュリティソフトを組み込んだうえでパソコン上にお金の情報を書き

込み，残高を記録するものです。

　電子マネーを利用すれば，ネットワーク上で取引の決済まで行
おこな

う

ことが可能になるため，ネットショッピングの決済に便利です
❹
。

　最近では，後日，預金口座から利用代金を引き落とされる後払い

方式の電子マネーもあります。

5 電子マネー

❶　ICカードには，金額の
ほか，使用した日時などの
情報も同時に書き込まれま
す。

❷　代金前払い方式です。

❸　ソフトウェア型ともい
われます。

❹　近年，代金決済の方法
として現金を使用しないキ
ャッシュレス化が進んでい
ます。
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電子記録債権

　電子記録債
さい

権
けん

は，電子記録債権法によって制度
化された債権で，売掛金や受取手形などとは異な
る新しいタイプの債権です。電子記録債権は，国
から認可を受けて設立された電子記録債権機関が，
コンピュータ上で債権者名・債

さい

務
む

者名・支払額・
支払期日などの情報を管理するため，紛失したり，
盗
とう

難
なん

にあったりする危険はありません。
　電子記録債権の取引は，電子記録債権の発生・
譲
じょう

渡
と

・消滅の三つに大きく分けられます。
（1）　電子記録債権の発生
　取引によって生じた債権を電子記録債権とする
ためには，債権者と債務者の双

そう

方
ほう

から電子記録債
権機関に「発生記録」の請求を行

おこな

います。請求を
受けた電子記録債権機関が，記録原簿に「発生記
録」を行うと電子記録債権が発生します。

（2）　電子記録債権の譲渡
　電子記録債権を譲渡するためには，譲渡人と譲
受人の双方から電子記録債権機関に「譲渡記録」
の請求を行います。請求を受けた電子記録債権機
関が，記録原簿に「譲渡記録」を行うと電子記録
債権が譲渡人から譲受人に譲渡されます。
（3）　電子記録債権の消滅
　銀行などを利用して債務者口座から債権者口座
に振込みによる支払いが行われると，電子記録債
権は消滅します。そのことを銀行などは，電子記
録債権機関に通知します。通知を受けた電子記録
債権機関は，遅滞なく「支払等記録」を行います。
　下図は，AがBに商品を販売したときに生じ
る代金請求権を電子記録債権としたときの取引を
示しています。下図の②で電子記録債権が発生し，
③によって電子記録債権が消滅しています。

確認問題確認問題確認問題 代金決済

─次の文章を完成させましょう。
　⑴ 　現金通貨は，日本銀行が発行する（①　　　）と，政府が発行する（②　　　）に分
けられます。

　⑵ 　（③　　　）とは，貨幣価値をデータ化したもので，サービスを提供する会社によ
る私製貨幣の一種です。これには，（④　　　）とネットワーク型があります。

1
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